
所 管 名 課 長 名

事 務 事 業 名

①外部化の推進

②業務の効率化

③業務の簡素化

④組織の見直し

を外部委託し、また、社会教育・社会体育業務を本庁で集約することにより、生涯学習課分室

1.社会教育施設　8施設

　　　①若松公民館（若松ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ）・・・・・・・・若松支所管理

　　　②上五島公民館（石油備蓄記念会館）・・・・・・・上五島分室管理

　　　⑦東浦地区運動場・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑧岩瀬浦地区運動場・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑪浜串地区運動場・・・・・スポーツ振興班管理

　　　　　⑤若松公民館大平分館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　　　⑥上五島公民館飯ノ瀬戸分館・・・・休館（Ｈ21～）

　　　③奈良尾総合体育館・・・・スポーツ振興班管理

　　　④荒川体育館・・・・・・・若松分室

事務事業・業務見直し行動計画
教育委員会生涯学習課 西川義男

社会教育施設 8施設(休館7施設)・社会体育施設 33施設(休館5施設)の管理業務及び窓口業務

社会教育・社会体育施設管理業務及び窓口業務

業 務 改 善 方 策
( 分室業務を本庁集約 )

(                                                     )

(                                                  )

を廃止する。

　　　③新魚目公民館（新魚目離島開発総合センター）・・生涯学習班管理

　　　④新魚目公民館津和崎分館・・・・・・・・・・・・生涯学習班管理

　　　⑤有川公民館（有川総合文化センター）・・・・・・有川分室管理

　　　⑥奈良尾公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・奈良尾分室管理

　　　①新魚目総合体育館・・・・スポーツ振興班管理

　　　②有川総合体育館・・・・・有川分室

　　　　　③若松公民館上荒川分館・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　　　④若松公民館桐古里分館・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　⑤桐古体育館・・・・・・・若松分室

　　　⑥神部体育館・・・・・・・若松分室

　　　⑦上郷体育館・・・・・・・上五島分室管理

　　　⑧岩瀬浦体育館・・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑨浜串体育館・・・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑩津和崎体育館・・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑪東神ノ浦体育館・・・・・有川分室

　　　　※休館（5施設）

　　　　　①有福体育館・・・・・・・休館（Ｈ21～）    ⑤飯ノ瀬戸体育館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　　　②日島体育館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　　　③間伏体育館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　　　④青方体育館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　①若松総合運動公園・・・・若松分室管理

　　　②上郷グランド・・・・・・上五島分室管理

　【運動公園】12施設

　　　⑨小奈良尾地区運動場・・・スポーツ振興班管理

　　　⑩奈良尾グランド・・・・・スポーツ振興班管理

　　　③浦桑地区運動場・・・・・スポーツ振興班管理

　　　④新魚目グランド・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑤新魚目テニス場・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑥有川多目的グランド・・・有川分室管理

　　　⑫福見地区運動場・・・・・スポーツ振興班管理

　【公民館】7施設

　【その他】1施設

　　　①有川ふるさと芸能伝習館・・・・・・・・有川分室管理

　【体育館】11施設

　　　　　⑦有川公民館東神ノ浦分館・・・・・休館（Ｈ21～）

2.社会体育施設　33施設

　　　⑦奈良尾公民館岩瀬浦分館・・・・・・・・・・・・奈良尾分室管理（一部外部委託）

　　　　※休館（7施設）

　　　　　①若松公民館日島分館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

　　　　　②若松公民館間伏分館・・・・・・・休館（Ｈ21～）

取り組み内容

委託 指定管理者 民営化・民間移譲 補助制度 臨時・嘱託人材派遣

内容

共同 集約 廃止 その他

新たな部署 統合 その他



実 施 時 期 関 連 事 務

①所属職員数 2

②見直業務人役 2.000

金額（千円）

1,782

△ 11,834

実施項目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

業務検討

見直し実施

課 題 ・ 問 題 点

　　　正規職員3名 → 嘱託職員１名（施設管理業務）公民館・社体施設は、本庁管理

　　《奈良尾分室》

　　　正規職員1名 → 正規職員0名（施設管理業務）公民館・社体施設は、本庁管理

　　　⑥有川プール・・・・・・・・・・有川分室管理

　　　⑦奈良尾プール・・・・・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑧丸尾ゲートボール場・・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑨浦桑ゲートボール場・・・・・・スポーツ振興班管理

3.具体的業務見直し

　　　正規職員1名 → 正規職員0名（施設管理業務）公民館は、本庁管理・社体施設は、本庁管理

　　《上五島分室》

　　　③若松愛ランドプール・・・・・・若松分室管理

　　　④新魚目プール・・・・・・・・・スポーツ振興班管理

　　　⑤新魚目ふれあいプール・・・・・スポーツ振興班管理

【実施に向けた年度別計画】

見 直 し 人 員
③現行人件費
（内容について具体
的に記載のこと。）

嘱託1名の人件費

③実施に伴う効果額（②－①）

　による人件費が削減

②実施に伴う経費(①の(13)%に相当)

■合併当初より、業務等の見直しを行い、５人の職員の削減を実施している。更に、分室業務を本庁において集約し
た業務見直しを行った場合、住民サービスの低下につながらない様、対応が出来るかどうか、再検討が必要である。

0千円

　【その他】10施設

　　　⑩有川ゲートボール場・・・・・・有川分室管理

　　《若松分室》

　　　①若松武道館・・・・・・・・・・若松分室管理

　　　②奈良尾グリーンスポーツ広場・・スポーツ振興班管理

　◎施設管理業務及び窓口業務

　◎社会教育・社会体育業務を本庁集約するため、分室職員6人（正規）のうち　4　人を本庁付けとする。

平成22年4月

　　①若松分室　　　　　　1人(正規1名)

　　②上五島分室　　　　　1人(正規1名)

　　③新魚目総合体育館　　2人(嘱託職員2名)　　　　　　　　生涯学習課本庁職員数　9名　→　13名

　　⑤奈良尾分室　　　　　1人(正規1名)

　　④有川分室　　　　　　3人(正規3名・臨時1名)　　　　　　（平成21年4月１日現在）

　　《有川分室》

実 施 効 果

内　　　　　容

①実施に伴う削減額 13,616

①正規職員　6人 →  外部委託・嘱託職員　4人

※生涯学習課全体で見ると、2人分の見直し

　　　　　　　　　合　計　６人（正規職員）

　　　　　　　　　　　　              （窓口業務）奈良尾支所対応

取り組み内容

　　　　　　　　　　                     （窓口業務）若松支所対応

　　　　　　　　※見直しなし　　 （窓口業務）　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　              （窓口業務）備蓄記念会館対応

　　　　　　　　　　　　　           （窓口業務）公民館は、外部委託又は臨時・嘱託職員 1名・社体関係は、本庁対応

　　　正規職員1名 → 正規職員0名（施設管理業務）公民館は、備蓄管理・社体施設は、本庁管理

　　《新魚目総合体育館》

　　　嘱託職員2名 → 嘱託職員2名（施設管理業務）本庁管理外部委託又は臨時・嘱託職員 1名


